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はじめに 

 

本調査は、令和 3 年度厚生労働省「民間人材サービスの活用検討事業（子育て支援・介護を含む

家事支援サービス）」の一環として、家事支援サービスの一層の活用促進を図る方針検討に資するべ

く、家政婦紹介所、家政婦（夫）等の家事サービス利用者、配ぜん人・マネキン事業者を対象とし

て行ったものである。 

アンケート調査は、①新型コロナ感染症（covid-19）拡大の中で見えてきた子育て支援、介護を含

む家事支援サービス分野における新たなニーズや課題を整理すること、②飲食業、小売業等新型コ

ロナウイルスによる大きな影響を受けた分野を中心とした他分野からの転職者ないし転職希望者を

含む求職者の実態把握により、不足している求人者の新規採用可能性を検討することを目的として

いる。 

本テキストにおいては、アンケート調査の結果とともに、調査結果から示唆される今後のニーズ

等について提示しているので、各家政婦紹介所の今後の業務の一助となれば幸いである。 
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Ⅰ．調査概要 
 

◆調査１ 家政婦紹介所の事業実態に関するアンケート 
調査方法：質問紙郵送法 

調査期間：2021 年 6 月 4 日～6 月 25 日 

調査対象：日本看護家政紹介事業協会 会員事業者 

有効回答数：224 社（発送数 430 回収率 52.1％） 

 

◆調査２ 家政婦（夫）等の家事サービス利用実態に関するアンケート 
調査方法：質問紙郵送法 

調査期間：2021 年 6 月 4 日～6 月 25 日 

調査対象：日本看護家政紹介事業協会 会員事業者の顧客 

有効回答数：330 人（世帯）（発送数 860 回収率 38.3％） 

 

◆調査３ 配ぜん人・マネキン紹介事業者の事業実態に関するアンケート 
調査方法：質問紙郵送法 

調査期間：2021 年 6 月 7 日～6 月 25 日 

調査対象：配ぜん人・マネキン紹介事業者 

有効回答数：87 社（発送数 165 回収率 52.7％） 
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Ⅱ．アンケートの結果 

 

１．調査１ 家政婦紹介所の事業実態に関するアンケート 

 
（１）回答紹介所のプロフィール 

●紹介所の事業規模（求職者数） 

求職者 50 人未満の紹介所が大半を占める。求職者数の規模を見ると、求職者数が 50 人未満の紹

介所が 72％、50～100 人の紹介所が 18%であり、大半の紹介所が 50 人未満の求職者規模で事業を

行っている。 
 

【図 1】（調査１-F1）貴紹介所の求職者数の規模を教えてください 

 
 
 
 
 

●求職者（家政婦（夫））の稼働状況 

半数以上の紹介所で、求職者の 7 割以上が稼働している。求職者の稼働状況は、7 割以上稼働し

ている紹介所が 53％、5 割から 7 割稼働の紹介所が 27％であった。 
 

【図 2】（調査１-F3）貴紹介所の求職者の稼働の状況を教えてください 

 
 
  

(N=224)

５０人未

満

５０～１０

０人未満

１００～３

００人未

満

３００人

以上

無回答

全体 72.3 18.3 8.0 0.9 0.4

72.3 18.3 8.0 0.90.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

５０人未満 ５０～１００人未満 １００～３００人未満 ３００人以上 無回答

(N=224)

７割以上 ５割から

７割未満

３割から

５割未満

３割未満 無回答

全体 53.6 26.8 8.5 8.5 2.7

53.6 26.8 8.5 8.5 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

７割以上 ５割から７割未満 ３割から５割未満 ３割未満 無回答
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（２）家政婦（夫）の内訳概況 

●求職者男女比 

求職者はほぼ女性である。求職者の男女比は、男性 2％、女性 98％であった。 
 

【図 3】（調査１-F2）貴紹介所の求職者数の内訳を教えてください（性別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●求職者年齢構成 

求職者の高齢状態は続いており、8 割が 60 代以上である。求職者の年齢構成は 40～50 代 13％、

60 代 33％、70 代 48％と 60 代以上の求職者 8 割を占める。 
 

【図 4】（調査１-F2）貴紹介所の求職者数の内訳を教えてください（年齢構成） 
  

 
  

(N=224)

男性比

率

女性比

率

全体 2.3 97.7

2.3 97.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性比率 女性比率

(N=224)

20~30代 40~50代 60代 70代 80代以

上

全体 1.4 13.0 33.1 52.5 4.7

1.4 13.0 33.1 52.5 4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20~30代 40~50代 60代 70代 80代以上
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（３）家事サービスメニューの現況と変化 

●一般的に依頼されている仕事のメニュー 

一般的に依頼されている仕事のメニューは、掃除片付けと調理が多く 9 割台。次いで高齢者の世

話、洗濯が 8 割台、買い物等外への用足しと介護保険サービスの利用制限に伴う利用が 6 割台とな

った。 
 

【図 5】（調査１-Q1）一般的なサービスのニーズ 

 
 
 
 
 
 

●要望に応えるために求職者に求めている能力 

全般的に高いレベルで求職者へ要望している。接客マナーが 92％、守秘義務関連 90％、仕事へ

の取り組み姿勢 86％。次いでサービス・実務スキル 75％、お金の扱い 71％、衛生管理 68％、貴重

品の扱い 67％となった。 
 

【図 6】（調査１-Q2）求職者に求める適性や技能 

 
 
  

（％）

(N=224)

掃除・片

付け

調理 高齢者

の世話
（病院等

への外

出・散歩

の付き

添い、身

の回り

の世話

など）

洗濯 買い物

等外へ
の用足

し

介護保

険サー
ビスの

利用制

限に伴う

家政婦

（夫）の

利用

入院患

者への
付き添

い

施設入

所者へ
のサー

ビス

ペットの

世話

育児（保

育園等
への送

迎、食

事・お風

呂の世

話など）

医療系

サービ
ス（喀痰

吸引、胃

ろうな

ど）

施設雇

用

その他 学校・障

がい者
施設へ

の登下

校困難

に伴う支

援

無回答

全体 93.3 90.6 88.8 84.4 73.7 66.1 39.3 26.3 18.8 17.4 17.4 12.1 4.5 3.6 -

93.3
90.6

88.8
84.4

73.7
66.1

39.3

26.3
18.8 17.4 17.4

12.1
4.5 3.6 0.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

（％）

(N=224)

接客・マ

ナー

守秘義

務、個人

情報の

扱いに

かかわ

る法務

知識

仕事へ

の取り

組み姿

勢

サービ

ス実務

のスキ

ル

お金の

扱いや

管理に

関わる

能力

衛生管

理等の

知識と

実践力

貴重品

の扱い

や管理

に関わ

る能力

制度（紹

介業の

システ

ム、介護

保険な

ど）の理

解

タイムマ

ネジメン

ト能力

家政士

の資格

その他 無回答

全体 92.4 89.7 85.7 75.4 71.4 68.3 67.4 51.8 29.9 21.0 5.4 -

92.4
89.7

85.7

75.4
71.4 68.3 67.4

51.8

29.9
21.0

5.4
0.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0
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●実施している能力向上施策 

先の要望事項に倣った能力開発の実施傾向がみられる。接客マナー研修、守秘義務関連研修を 6
割の紹介所が実施。次いでサービス・実務スキル研修、お金の扱いにかかわる研修、衛生管理研修

を 4 割強の紹介所が実施。家政士の受験推奨は 3 割にとどまっている。 
 

【図 7】（調査１-Q3）求職者の能力開発実態 

 
 
 
  

（％）

(N=224)

接客・マ

ナー研

修

守秘義

務、貴重

品を扱
わない

などの

法務的
な研修

お金の

扱いや

管理に
かかわ

る研修

衛生管

理等の

研修

サービ

ス実務

のスキ
ルアップ

研修

看家協

会主催

の集合
研修へ

の参加

家政士

の受験

の推奨

時間管

理等の

基本行
動にか

かわる

研修

仕事に

対する

モチ
ベーショ

ンを高め

る研修

社内誌・

報による

定期的
な知識

その他 特に教

育してい

ない

無回答

全体 63.8 60.7 45.1 42.4 41.1 34.8 32.6 26.8 23.7 18.3 6.7 8.0 0.9

63.8
60.7

45.1
42.4 41.1

34.8 32.6
26.8

23.7
18.3

6.7 8.0

0.9
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
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（４）新型コロナウイルス感染症流行による影響 

●求人の変化（総論） 

7 割弱の紹介所が新型コロナ感染症の影響による変化を認識している。66％の事業者が、変化が

あったと回答。34％の事業者は、変化はないとしている。 
 

【図 8】（調査１-Q4）新型コロナウイルス感染症の影響による求人変化の有無 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●求人件数の変化 

7 割の紹介所が求人件数の減少を回答。 
 

【図 9】（調査１-Q5）新型コロナウイルス感染症の影響による求人件数の変化の有無 

 
  

(N=224)

変化が

あった

変化は

ない

無回答

全体 66.1 33.5 0.4

66.1 33.5 0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

変化があった 変化はない 無回答

(N=224)

求人件

数は

減った

求人件

数は増

えた

変化は

ない

無回答

全体 69.6 1.8 28.1 0.4

69.6 1.8 28.1 0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

求人件数は減った 求人件数は増えた 変化はない 無回答
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●求人の雇用期間の変化 

新型コロナ感染症の影響で、雇用期間が変化したとする紹介所は 2 割弱で、平均で 2.93 か月

→0.88 か月という結果となった。雇用期間が短くなったと回答した紹介所は 19%にとどまり、75％

の紹介所で変化はないとの回答であった。具体的には短くなったと回答した紹介所のコロナ前の平

均は 2.93 か月で、コロナ後は平均 0.88 か月と二か月以上減少している。 
 

【図 10】（調査１-Q6）新型コロナウイルス感染症の影響による求人の雇用期間の変化の有無 

 
 
 
 
 
 
 
 

●依頼時間の変化 

新型コロナ感染症の影響で、依頼時間が変化したとする紹介所は 2 割強で、平均で 8.4 時間→3.4
時間という結果となった。75％の紹介所が、変化はないと回答。22％の紹介所は時間が短くなった。

具体的には短くなったと回答した紹介所のコロナ前の平均は 8.4 時間で、コロナ後は平均 3.4 時間

と半減以下となっている。 
 

【図 11】（調査１-Q7）新型コロナウイルス感染症の影響による求人の依頼時間の変化の有無 

 
 
  

(N=224)

雇用期

間が短く

なった

雇用期

間が長く

なった

変化は

ない

無回答

全体 18.8 1.3 75.4 4.5

18.8 1.3 75.4 4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

雇用期間が短くなった 雇用期間が長くなった 変化はない 無回答

(N=224)

依頼時

間が短く

なった

依頼時

間が長く

なった

変化は

ない

無回答

全体 21.9 - 75.4 2.7

21.9 75.4 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

依頼時間が短くなった 依頼時間が長くなった 変化はない 無回答
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●依頼内容の変化 

求人内容に変化があった紹介所は 40％で、58%の紹介所では従前どおりであった。 
 

【図 12】（調査１-Q8）新型コロナウイルス感染症の影響による求人の内容の変化の有無 

 
 
 
 
 
 

●具体的な依頼内容の変化＜増えた依頼内容・減った依頼内容＞ 

 
緊急事態宣言後増加した依頼内容は、掃除片付け 27％、買い物等、高齢者の世話が 25％。次い

で調理 21％、ワクチン接種の付き添い 21％となった。 
 

一方緊急事態宣言後減少した依頼内容は、50%が入院患者の付き添いと回答。また、施設入居者

へのサービス 23%、高齢者の世話 21％と減少している。 
 

【図 13】（調査１-Q9）緊急事態宣言の発出以降、増加した依頼内容/（調査１-Q10）減少した依頼内容 

 
 
  

(N=224)

変化が

あった

変化は

ない

無回答

全体 40.2 58.0 1.8

40.2 58.0 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

変化があった 変化はない 無回答

（％）

(N=224)

掃除・片

付け

高齢者

の世話

（病院等

への外

出・散歩

の付き

添い、身

の回り

の世話

など）

買い物

等外へ

の用足

し

調理 ワクチン

接種の

付き添

い

介護保

険サー

ビスの

利用制

限に伴う

家政婦

（夫）の

利用

洗濯 その他 施設雇

用

施設入

居者へ

のサー

ビス

ペットの

世話

医療系

サービ

ス（喀痰

吸引、胃

ろうな

ど）

育児（保

育園等

への送

迎、食

事・お風

呂の世

話など）

入院患

者への

付き添

い

学校・障

がい者

施設へ

の登下

校困難

に伴う支

援

無回答

増加した 26.8 25.4 25.4 21.0 20.5 15.2 12.9 7.6 3.6 3.1 3.1 2.7 1.8 1.3 - 30.8

減少した 17.9 21.4 10.3 14.3 - 11.2 11.6 9.4 7.6 23.2 1.8 4.5 3.1 50.0 1.8 21.0

Q1　一般的

な要望
93.3 88.8 73.7 90.6 - 66.1 84.4 4.5 12.1 26.3 18.8 17.4 17.4 39.3 3.6 -

26.8 25.4 25.4
21.0 20.5

15.2
12.9

7.6
3.6 3.1 3.1 2.7 1.8 1.3 0.0

30.8

17.9
21.4

10.3
14.3

0.0

11.2 11.6 9.4 7.6

23.2

1.8
4.5 3.1

50.0

1.8

21.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

増加した 減少した
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（５）新型コロナウイルス感染症対策 

●感染症対策として求職者への指導 

新型コロナ感染症対策として求職者への指導は政府のガイドラインに沿った一般的なものが大

半で、コロナ発生時の対策は 5 割強の紹介所で実施されている。対策として求職者への指導は 9 割

以上の紹介所で手洗い、消毒、マスクを徹底している。検温は 8 割程度。業務以外の日々の感染予

防や換気の徹底も 7 割の紹介所が指導している。手袋の装着は 63%にとどまった。 
コロナを想定した仕事のやり方については、33%の紹介所でしか指導しておらず、万が一の対応（発

熱時、感染時、感染が疑われる）については 5 割弱の紹介所では指導できている（仕組みが整って

いる）。また 46%の紹介所がワクチン接種を推奨している 
 

●新型コロナ感染症対策求人者への依頼 

新型コロナ感染症対策として、求人者に依頼していることは、求職者への指導ほど高いスコアで

はなく、求人者への依頼は難しいようだ。対策として求人者への依頼は、求職者への指導との比較

で全般的に低い数値となっている。マスク、手洗い、換気等を 6~7 割の紹介所が依頼できている。

消毒、検温は 5 割にとどまった。万が一の対応（発熱時、感染時、感染が疑われる）についても３

割程度の紹介所でしか依頼できていない。またワクチン接種の依頼については、21％の紹介所がで

きている程度であった。 
 

【図 14】（調査１-Q11）新型コロナウイルス感染症対策として、求職者に指導していること/（調査１-
Q12）求人者へ依頼していること 

 
 
  

（％）

(N=224)

手洗い
の徹底

マスクの
常時装

着

消毒の
徹底

検温の
徹底

換気の
徹底

日々の
生活（非

訪問時）

での感

染予防

手袋の
装着

家屋内
での密

集を避

ける

コロナ等
の感染

が疑わ

れる場

合の貴

社の
ルール

に従った

対応

発熱時
の貴社

のルー

ルに

従った

対応

ワクチン
接種の

連絡が

来たら

速やか

に接種
すること

を奨励

コロナ等
に感染し

た場合

の貴社

のルー

ルに
沿った

対応

仕事で
触れた

ものの

消毒

コロナ
ウィルス

を想定し

た仕事

のやり

方（掃除
のポイン

トや消毒

など）の

実践

ＰＣＲ検
査の受

診による

陰性の

証明

滞在時
間を短く

する

その他 無回答

求職者へ指
導

97.8 97.8 94.2 80.4 74.1 71.0 63.8 52.7 47.8 46.9 46.4 38.4 35.7 32.6 10.7 9.8 4.5 0.4

求人者へ依

頼
60.7 71.9 57.1 54.0 61.2 30.4 25.0 31.7 34.8 32.1 21.4 29.0 19.2 24.6 6.3 10.3 6.7 6.7

97.8 97.8 94.2

80.4
74.1 71.0

63.8
52.7

47.8 46.9 46.4
38.4 35.7 32.6

10.7 9.8
4.5 0.4

60.7

71.9

57.1 54.0
61.2

30.4
25.0

31.7 34.8 32.1
21.4

29.0
19.2

24.6

6.3
10.3

6.7 6.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

求職者へ指導 求人者へ依頼
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（６）新型コロナ感染症流行終息後の見通し 

●新型コロナ感染症流行終息後の業界の見通しについて（サービス内容） 

5 割の紹介所が、アフターコロナの見通しを悲観的にとらえている。新型コロナ感染症流行の終

息後の需要の予測は、サービス内容がコロナ以前に戻ると考える紹介所は 36％、戻らないと考える

紹介所は 49%であった。 
 

【図 15】（調査１-Q13A）新型コロナ感染症流行終息後の業界の見通し A サービス内容 

 
 
 
 
 
 

●新型コロナ感染症流行終息後の業界の見通しについて（サービス総量） 

5 割以上の紹介所が、アフターコロナの見通しを悲観的にとらえている。新型コロナ感染症流行

の終息後の需要の予測は、サービス時間等の総量については、コロナ以前に戻ると考えている紹介

所は 31%で、53%の紹介所は戻らないと考えている。 
 

【図 16】（調査１-Q13B）新型コロナ感染症流行終息後の業界の見通し B サービスの総量 

 
  

(N=224)

流行前

の状況

に戻る

流行前

の状況

には戻

らない

その他 無回答

全体 35.7 48.7 11.2 4.5

35.7 48.7 11.2 4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

流行前の状況に戻る 流行前の状況には戻らない その他 無回答

(N=224)

流行前

の状況

に戻る

流行前

の状況

には戻

らない

その他 無回答

全体 30.8 52.7 12.1 4.5

30.8 52.7 12.1 4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

流行前の状況に戻る 流行前の状況には戻らない その他 無回答
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（７）求職者確保について 

●緊急事態宣言以降の求職者の過不足 

8 割弱の紹介所が求職者の不足を感じている。緊急事態宣言以降、求職者が不足しているとする

紹介所は 75％、充足している紹介所は 14％、余剰が 8％となり需要は増加している。 
 

【図 17】（調査１-Q14）緊急事態宣言発出以降の求職者の過不足の状況 

 
 
 
 
 
 
 

●配ぜん人・マネキン業界からの職域転換の可能性 

配ぜん人・マネキン業界からの求職者の流入を歓迎するとする紹介所は 5 割程度であった。うち

積極的に歓迎するとする紹介所は 19%、歓迎するとする紹介所は 25%であったが、42％の紹介所が

どちらともいえないと判断を保留している。 
明確に歓迎しないとする紹介所は 13%であった。 
 

【図 18】（調査１-Q15）不足している求職者を、他業界の人材からの移動により満たす可能性 

 
 
 
  

(N=224) 不足 充足 余剰 無回答

全体 75.4 13.8 7.6 3.1

75.4 13.8 7.6 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不足 充足 余剰 無回答

(N=224)

積極的

に歓迎

どちらか

といえば

歓迎

どちらと

もいえな

い

どちらか

といえば

歓迎しな

い

まったく

歓迎しな

い

無回答 歓迎計 非歓迎

計

全体 19.2 25.0 41.5 7.1 5.4 1.8 44.2 12.5

19.2 25.0 41.5 7.1 5.41.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

積極的に歓迎 どちらかといえば歓迎

どちらともいえない どちらかといえば歓迎しない

まったく歓迎しない 無回答
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●求人に用いている求人媒体や手段 

既存求職者・求人者からの紹介と自社ホームページが求職者募集手段の主流である。求職者の募

集に用いている手段としては、既存求職者・求人者からの紹介が圧倒的に多く 71%の紹介所がそれ

を行っている。ついで 6 割の紹介所が自社ホームページによる求人を行っている。紙媒体の利用に

ついては、電話帳 31％、チラシやパンフ 21％、求人誌 18％、新聞 15％となった。インターネット

による求人は、広告、SNS ともに 1 割を切っている。 
 

【図 19】（調査１-Q16）求職者の募集に際して用いている手段 

 
 

●離職防止のための努力 

離職防止のための努力は、求職者の要望にできるだけこたえるという方法論が一般的であった。

9 割の紹介所で、求職者の要望に沿った条件にできるだけ合わせているほか、できるだけ早く職場

を紹介し（72％）、何かあった時の補償制度を適切に説明している（50%）。 
37%の紹介所が賃金の引き上げに善処し、20％の紹介所は家政士等の資格取得を推進している。 
 

【図 20】（調査１-Q17）求職者の離職や転職の防止に際して努力していること 

 

（％）

(N=224)

既存求

職者・求

人者か

らの紹

介

自社

ホーム

ページ

（Ｗｅｂサ

イト）に

よる募集

電話帳

広告で

の募集

チラシや

リーフ

レットな

どでの

募集

求人情

報誌へ

の掲載

新聞広

告・オリ

コミチラ

シでの

募集

Ｉｎｄｅｅｄ

などの

求人専

門のイン

ターネッ

トの広告

Ｔｗｉｔｔｅｒ

やＦａｃｅ

ｂｏｏｋな

どのイン

ターネッ

ト上での

募集

週刊誌、

女性週

刊誌等

雑誌へ

の求人

の掲載

その他 無回答

全体 70.5 59.8 31.3 21.0 18.3 15.2 8.0 7.1 1.3 8.0 1.8

70.5

59.8

31.3

21.0
18.3

15.2

8.0 7.1

1.3

8.0

1.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

（％）

(N=224)

就業時

間や場

所など

の就業

条件を

求職者

の要望

にできる

だけマッ

チさせて

いる

求職申

込をした

後できる

だけ早く

紹介して

いる

何か

あったと

きの補

償制度

を必ず

紹介して

いる

賃金等

の労働

条件の

引き上

げに善

処してい

る

仕事に

必要な

技能を

向上さ

せる研

修や家

政士な

どの資

格取得

を推進し

ている

人間関

係やコ

ミュニ

ケーショ

ンについ

ての研

修を充

実させて

いる

家事

サービ

スの仕

事のイ

メージ

アップを

図ってい

る

生活で

きる仕事

量を確

保すべ

く、営業

活動を

強化して

いる

訪問先

の家庭

内での

ハラスメ

ント（い

やがら

せ）の防

止対策

を講じて

いる

家政婦

紹介所

のサー

ビス情

報をもっ

とＰＲし

ている

その他 無回答

全体 90.6 61.6 50.0 36.6 20.1 17.0 13.8 13.4 11.6 10.7 5.4 3.6

90.6

61.6

50.0

36.6

20.1
17.0

13.8 13.4 11.6 10.7
5.4 3.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
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2．調査２ 家政婦（夫）等の家事サービス利用実態に関するアンケート 
 

（１）求人者のプロフィール 

●求人者の年齢 

求人者の 8 割が高齢者である。33％が 80 代以上、23％が 60 代、22％が 70 代と高齢者が求人者

の 8 割を占める。40 代は 9％、50 代は 7％、30 代は 5％となった。 
 

【図 21】（調査２-Q1）求人者の年齢 

 
 
 
 

●求人者の世帯構成 

求人者の 4 割近くが単身世帯である。単身世帯は 35％。夫婦のみの世帯（一世代）が 22%、夫

婦と子供の世帯（二世代）が 16%。夫婦と親の世帯（二世代）が６％、夫婦と親子供の世帯（三世

代）が 5％、求人者と親子供（三世代）が 5％であった。 
 

【図 22】（調査２-Q2）求人者の家族構成（合成変数） 

 
 
  

(N=328)

30歳未

満

30歳代 40歳代 50歳代 60～64

歳

65～69

歳

70～74

歳

74～79

歳

80歳以

上

無回答

全体 0.6 4.6 9.1 7.0 13.7 9.1 12.2 9.5 33.2 0.9

0.64.6 9.1 7.0 13.7 9.1 12.2 9.5 33.2 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30歳未満 30歳代 40歳代 50歳代 60～64歳

65～69歳 70～74歳 74～79歳 80歳以上 無回答

（％）

(N=328)

単身世

帯

非単身

世帯

夫婦の

み

夫婦と

子供

夫婦と

親

夫婦と

親子供

あなたと

親、子供

その他 無回答

全体 35.1 63.1 22.0 16.2 5.8 4.6 4.9 9.8 1.8

35.1

63.1

22.0
16.2

5.8 4.6 4.9
9.8

1.8
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
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●求人者のライフステージ（共働き・子育て・介護の状況） 

36％が共働き世帯で、58%が非共働き世帯であった。子育て中の求人者は 14%であった。 
5 割以上が何らかの介護を要す世帯で、家族に介護が必要な世帯は 30％、自身に介護が必要な世帯

が 22％であった。 
 

【図 23】（調査２-Q2SQ1）共働きか否か 

 
 
 

【図 24】（調査２-Q3）子育ての有無と末子年齢 

 
 
 

【図 25】（調査２-Q4）介護の有無 

 
 
 
  

(N=207)

共働き

である

共働き

でない

無回答

全体 35.7 58.0 6.3

35.7 58.0 6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

共働きである 共働きでない 無回答

はい（中

学生以

上）

はい（小

学校高

学年）

はい（小

学校低

学年）

はい（未

就学児・

幼児）

いいえ 無回答 子育て

中・小計

全体 4.9 1.2 3.0 4.9 81.7 4.3 14.0

4.91.23.04.9 81.7 4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい（中学生以上） はい（小学校高学年） はい（小学校低学年）

はい（未就学児・幼児） いいえ 無回答

(N=328)

家族等

の介護

をしてい

る

自分自

身に介

護が必

要である

介護が

必要な

人はい

ない

無回答 介護あ

り・小計

全体 29.9 21.6 45.4 3.0 51.5

29.9 21.6 45.4 3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族等の介護をしている 自分自身に介護が必要である

介護が必要な人はいない 無回答
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（２）緊急事態宣言発出前後の家政婦（夫）利用の実態 

●緊急事態宣言発出前後の家政婦（夫）利用の有無 

緊急事態宣言発出以降も 9 割以上が利用を継続している。具体的には緊急事態宣言発出以降、家

政婦（夫）を利用している世帯は 91％で、発出以降利用をやめた世帯は 8％であった。 
 

【図 26】（調査２-Q5）緊急事態宣言発出以降の家政婦（夫）の利用経験 

 
 
 
 
 

●利用サービスのメニュー 

緊急事態宣言発出以降に利用したサービスは、掃除・片付けが最も多く 88%であった。調理 62％、

洗濯 60％と続く。買い物等の用足しは 52%で、高齢者の世話は 39％となった。その他のサービス

は介護保険の制限に伴う利用の 17％を除き、数％から利用なしという結果となった。 
 

【図 27】（調査２-Q6）緊急事態宣言発出以降の利用したサービス 

 
  

(N=328)

利用した 利用して

いない

無回答

全体 90.9 8.2 0.9

90.9 8.2 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用した 利用していない 無回答

（％）

(N=298)

掃除・片

付け

調理 洗濯 買い物

等外へ

の用足

し

高齢者

の世話

（病院等

への外

出・散歩

の付き

添い、身

の回り

の世話

など）

介護保

険の利

用制限

に伴う家

政婦

（夫）の

利用

ペットの

世話

ワクチン

接種の

付き添

い

育児（保

育園等

への送

迎、食

事・お風

呂の世

話など）

入院患

者への

付き添

い

医療系

サービ

ス（喀痰

吸引、胃

ろうな

ど）

学校・障

がい者

施設へ

の登下

校困難

に伴う支

援

施設入

居者へ

のサー

ビス

施設雇

用

その他 無回答

全体 87.6 61.7 60.4 52.3 39.3 17.1 7.0 5.4 3.7 3.4 1.7 - - - 5.0 0.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0
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●利用開始時期（緊急事態宣言発出の前後） 

緊急事態宣言発出以前からの家政婦（夫）を利用している世帯は 78％で、宣言発出以降の新たな

利用は 18％であった。 
 

【図 28】（調査２-Q7）緊急事態宣言発出以前からの求人者か否か 

 
 
 
 
 
 
 

●（参考）利用開始時期と緊急事態宣言発出による利用の休止のクロス 

緊急事態宣言以降、家政婦（夫）の利用をやめた求人者は 6％であった。 
 

【図 29】（調査２-Q5）緊急事態宣言発出以降の家政婦（夫）の利用経験 Q7）緊急事態宣言発出以前か

らの求人者か否か 

 
 
  

(N=328)

宣言以

前から

利用して

いた

宣言（２

０２０年４

月）以降

に初め

て利用

無回答

全体 78.0 18.0 4.0

78.0 18.0 4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

宣言以前から利用していた 宣言（２０２０年４月）以降に初めて利用 無回答

(N=328)

コロナ前

のみ家

政婦利

用

コロナ以

降に家

政婦利

用

コロナ前

後家政

婦利用

無回答

全体 6.1 18.0 71.0 4.9

6.1 18.0 71.0 4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

コロナ前のみ家政婦利用 コロナ以降に家政婦利用

コロナ前後家政婦利用 無回答
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●緊急事態宣言発出以降新規利用の理由（※サンプル数が少ないため 参考値） 

緊急事態宣言発出以降に家政婦（夫）を雇用する理由としては、気力や体力の低下、時間のなさ

が多かった。家事をする十分な体力・気力がないためが 48％、家事をする十分な時間がないが 31％

と気力時間の補填のための利用が多かった。次いで、質の高い家事サービスを受けるためが 14％、

家事に要する時間を家族のケアに使いたいが 12％、家事が苦手、家を空けることが多い 10％であ

った。 
 

【図 30】（調査２-Q7SQ1）新規に家政婦紹介所のサービスの利用を始めた理由 

 
 

●家政婦（夫）利用の理由へのコロナの影響 

コロナの影響による家政婦（夫）の利用開始は多くない。新型コロナウイルス感染症の流行が影

響していると答えた求人者は 10％、88％の求人者には影響はない。 
 

【図 31】（調査２-Q8）家政婦紹介所のサービス利用理由にコロナの影響があるか否か 

 
 
  

（％）

(N=59)

家事を
する十

分な体

力・気力

がない
ため

家事を
する十

分な時

間がな

いため

質の高
い家事

サービ

スを受け

るため

家事に
要する

時間を

家族の

ケア（育
児や介

護・看護

等）に使

いたいた
め

家事が
苦手ま

たは好

きではな

いため

家を空
ける（不

在であ

る）こと

が多い
ため

家事に
要する

時間を

家族や

自分の
ための

自由時

間に使

いたいた
め

家事に
関する

知識や

テクニッ

クを勉強
し、自分

の家事

スキル

の向上
に活か

すため

上記の
ような明

確な理

由はな

いが、友
人等が

家事

サービ

スを利
用してい

たため

その他 特に理
由はな

い

無回答

全体 47.5 30.5 13.6 11.9 10.2 10.2 6.8 - 5.1 18.6 - -

47.5

30.5

13.6 11.9 10.2 10.2
6.8

0.0

5.1

18.6

0.0 0.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

(N=328)

影響が

ある

影響は

ない

無回答

全体 9.5 88.4 2.1

9.5 88.4 2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

影響がある 影響はない 無回答
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（３）家政婦（夫）の家事サービスへの満足度 

●家政婦（夫）による家事サービスの満足度 

満足とする回答は 93％と非常に高い。満足計 93％で、非常に満足している 32％であった。 
 

【図 32】（調査２-Q9）家政婦紹介所の家事サービス満足度 

 
 
 

●満足のポイント 

満足の理由は信頼関係の構築の上に成り立っている安心感と自由度の高さであるようだ。家政婦

（夫）は固定されているので安心感があるが 77％で、サービスの内容や時間の制約がないのが 59％、

サービスの種類が限定されていないが 57％と高く、安心感と自由度の高さが満足度につながってい

る。 
 

【図 33】（調査２-Q10）満足のポイント 

 
  

(N=328)

非常に

満足して

いる

満足して

いる

どちらと

もいえな

い

あまり満

足してい

ない

まったく

満足して

いない

無回答 満足計 不満計

全体 31.7 61.0 4.9 0.3 - 2.1 92.7 0.3

31.7 61.0 4.90.3
2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常に満足している 満足している どちらともいえない

あまり満足していない まったく満足していない 無回答

（％）

(N=328)

家政婦

(夫)が固

定されて

いるので

安心感

がある

介護保

険制度

のように

サービ

ス内容

や時間

が制約

されず、

自由に

利用で

きる

家事代

行業者

のように

サービ

スの種

類が限

定されて

おらず、

必要に

応じてい

ろいろな

サービ

スを利

用できる

家政婦

（夫）の

家事

サービ

スの質

が高く安

心して任

せられる

家事代

行業者

に比べ

て料金

が安い

家政婦

紹介所

はサー

ビスにつ

いての

適切な

情報提

供をして

くれる

その他 無回答

全体 76.5 58.5 57.0 40.5 34.5 21.0 3.0 2.1

76.5

58.5 57.0

40.5
34.5

21.0

3.0 2.1
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0
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●満足していないポイント 

5 割以上の利用者が何らかの不満を持っている。金額が高いが 15％、紹介手数料 12％、振込手

数料 11％、費用面での不満が多く上がっている。 
ただし、無回答が 44％おり、この無回答は不満はないと判断してよいと考えられる。 
 

【図 34】（調査２Q11）不満足のポイント 

 
  

（％）

(N=328)

利用に

必要な

金額が

高い

家政婦

（夫）の

紹介手

数料が

かかる

紹介手

数料と

家政婦

賃金に

振込手

数料が

かかる

適任者

が紹介

されない

求人して

もすぐ紹

介してく

れない

家政婦

（夫）の

サービ

スの技

能レベ

ルが低

い

家政婦

（夫）の

対人関

係の能

力やコ

ミュニ

ケーショ

ン能力

が低い

介護・育

児サー

ビス事

業者や

家事代

行業者

の方が、

専門性

が高く安

心して利

用できる

その他 無回答

全体 14.6 12.2 10.4 7.9 6.4 3.7 3.7 3.0 14.9 44.2

14.6
12.2 10.4

7.9 6.4
3.7 3.7 3.0

14.9

44.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0
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（４）今後の利用意向とサービスメニュー 

●今後の利用意向 

93%が明確なリピート意向を意思表示している。 
 

【図 35】（調査２-Q12）今後の利用意向 

 
 
 
 

●今後利用したいサービス内容 

既存の利用メニューとほぼ同様の結果であった。掃除片付けが 78%と最も多く、買い物等が 62％、

調理 60％、洗濯 57%と続く。高齢者の世話が 42％、介護保険の制約に伴う利用が 22%となった。 
 

【図 36】（調査２-Q12SQ1）今後利用したいサービス内容 

 
 
  

(N=328)

今後も

利用しよ

うと思う

条件付

きで今

後も利

用しよう

と思う

利用す

るつもり

はない

無回答

全体 93.0 4.0 0.6 2.4

93.0 4.00.62.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今後も利用しようと思う 条件付きで今後も利用しようと思う

利用するつもりはない 無回答

（％）

(N=318)

掃除・片

付け

調理 洗濯 買い物

等外へ

の用足

し

高齢者

の世話

（病院等

への外

出・散歩

の付き

添い、身

の回り

の世話

など）

介護保

険サー

ビスの

利用制

限に伴う

家政婦

（夫）の

利用

ワクチン

接種の

付き添

い

入院患

者への

付き添

い

ペットの

世話

育児（保

育園等

への送

迎、食

事・お風

呂の世

話など）

医療系

サービ

ス（喀痰

吸引、胃

ろうな

ど）

施設入

居者へ

のサー

ビス

学校・障

がい者

施設へ

の登下

校困難

に伴う支

援

施設雇

用

その他 無回答

今後 78.3 60.1 57.2 51.6 41.5 21.7 9.7 8.8 6.9 4.1 2.8 1.3 0.3 0.3 5.0 2.2

既存利用 87.6 61.7 60.4 52.3 39.3 17.1 5.4 3.4 7.0 3.7 1.7 - - - 5.0 0.7

78.3

60.1 57.2
51.6

41.5

21.7

9.7 8.8 6.9 4.1 2.8 1.3 0.3 0.3
5.0 2.2

87.6

61.7 60.4
52.3

39.3

17.1

5.4 3.4 7.0 3.7 1.7 0.0 0.0 0.0
5.0

0.7
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

今後 既存利用
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（５）家政婦紹介所以外の家事サービスの利用実態 

●緊急事態宣言発出以降の家政婦紹介所以外の家事サービス利用 

家政婦紹介所以外のサービスを利用した求人者は 21％で、8 割近くは利用していない。 
 

【図 37】（調査２-Q13）緊急事態宣言の発出以降の家政婦紹介所以外の家事サービス利用経験 

 
 
 

●緊急事態宣言発出以降の家政婦紹介所以外の家事サービス利用内容 

利用した内容は、家政婦（夫）の利用とほぼ同じ傾向であった。掃除片付けが 70％と家政婦（夫）

と同じである。買い物等 45％、調理 42%、洗濯 39%と順位の違いはあるがここも同様の傾向であ

った。高齢者の世話は家事サービス 25％に対し、家政婦（夫）は 40％と 15 ポイントの差があり、

家政婦（夫）に依頼する利用者が多い。 
 

【図 38】（調査２-Q14）利用した家政婦紹介所以外の家事サービスの内容 
 

 
  

(N=328)

利用した 利用して

いない

無回答

全体 21.0 76.5 2.4

21.0 76.5 2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用した 利用していない 無回答

（％）

(N=69)

掃除・片

付け

買い物

等外へ

の用足

し

調理 洗濯 高齢者

の世話

（病院等

への外

出・散歩

の付き

添い、身

の回り

の世話

など）

ワクチン

接種の

付き添

い

ペットの

世話

育児（保

育園等

への送

迎、食

事・お風

呂の世

話など）

学校・障

がい者

施設へ

の登下

校困難

に伴う支

援

介護保

険サー

ビスの

利用制

限に伴う

家政婦

（夫）の

利用

医療系

サービ

ス（喀痰

吸引、胃

ろうな

ど）

入院患

者への

付き添

い

施設入

居者へ

のサー

ビス

施設雇

用

その他 無回答

家政婦以外

の家事サー

ビス利用

69.6 44.9 42.0 39.1 24.6 8.7 4.3 2.9 - - - - - - 11.6 4.3

現在家政婦

に依頼してい

る

87.6 52.3 61.7 60.4 39.3 5.4 7.0 3.7 - 17.1 1.7 3.4 - - 5.0 0.7

今後の家政

婦への依頼

意向

78.3 51.6 60.1 57.2 41.5 9.7 6.9 4.1 0.3 21.7 2.8 8.8 1.3 0.3 5.0 2.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

家政婦以外の家事サービス利用 現在家政婦に依頼している
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●家政婦紹介所以外の家事サービスの定期利用の有無 

家政婦紹介所以外の家事サービスを定期的に利用している利用者は 34％で、63%は定期的な利

用はない。 
 

【図 39】（調査２-Q15）家政婦紹介所以外の家事サービスの利用頻度 

 
 
 
 
 

●家事サービス全般（家政婦（夫）含む）への重視ポイント 

家事サービス全般に対しての重視点はスタッフのマナー・人柄を挙げる世帯が 87％にのぼる。

次にスキルを 71%が重視している。コミュニケーション能力を重視する世帯は 5 割にとどまり、事

業者の相談体制は 28%が重視している。 
 

【図 40】（調査２-Q16）家事サービス全般の重視項目 

 
 
  

(N=328)

定期的

に利用し

ている

（いた）

定期的

な利用

はしてい

ない

無回答

全体 33.5 63.1 3.4

33.5 63.1 3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期的に利用している（いた） 定期的な利用はしていない 無回答

（％）

(N=328)

スタッフ

のマ

ナー・人

柄

スタッフ

の家事

サービ

ススキ

ル

スタッフ

のコミュ

ニケー

ション能

力

事業者

の相談

体制（現

場スタッ

フ以外

の担当

者の配

置、相談

窓口の

設置等）

事業者

のブラン

ドイメー

ジ・実績

事業者

によるス

タッフの

研修体

制

その他 無回答

全体 86.6 71.3 50.3 28.4 11.9 10.7 2.7 3.0

86.6

71.3

50.3

28.4

11.9 10.7
2.7 3.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0
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●利用経験のある家事サービスメニュー 

家政婦紹介所以外の家事サービスをおよそ 35％の利用者が経験している（非利用、無回答以外

の数値）。利用しているサービスも分散している。ハウスクリーニングが 12%と最も高く、次いでシ

ルバー人材センターが 11%となった。介護・育児サービスを 9%が利用。50%が家事サービスメニ

ューを使っていない。 
 

【図 41】（調査２-Q17）家政婦（夫）以外の家事サービス利用経験 

 
 
 
  

（％）

(N=328)

ハウスク

リーニン

グ

シル

バー人

材セン

ター

介護・育

児サー

ビス事

業者（家

政婦紹

介所以

外の業

者）

家事代

行業者

（請負）

キッズ・

ベビー

シッター

高齢者

支援

サービ

ス

ペットケ

アサー

ビス

シニア

向け

パーソ

ナル

サービ

ス

その他 利用して

いない

無回答

全体 12.2 10.7 8.8 5.8 1.8 1.8 1.5 0.6 2.1 49.7 14.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
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（６）新型コロナ感染症流行の家事サービス利用への影響 

●家事サービスに求める新型コロナ感染症対策 

家事サービス提供者に求める感染症対策は一般的なものが多くを占める。手洗い、マスク、消毒

がそれぞれ 88％、84％、76％と高い。次いで、換気（60％）、検温（59％）、日々の予防（49％）、

手袋（42％）となっている。感染が疑われる際の対応については、感染が疑われる際の対応ルール

（52％）、感染した際の対応ルール（47％）が 5 割程度の要望があり、発熱時の対応ルールは 39％。

ワクチン接種の奨励は 33％となった。 
 

【図 42】（調査２-Q18）感染症対策として家事サービス事業者に求めること 

 
 
 
 

●新型コロナ感染症流行による家事サービスの利用への影響 

新型コロナ感染症流行による家事サービス利用への影響は 9 割近くのユーザーが影響なしと答

えた。感染症流行による利用の変化（増加・減少）は極めて少なく、増加 2%、減少 6％にとどまる。 
※具体的な変化に関しては、サンプル数が 7 であり、分析の対象から除外した。 

 
【図 43】（調査２-Q19）感染症の影響による家事サービスの利用の変化の有無 

 
 
 
  

（％）

(N=328)

手洗い

の徹底

マスクの

常時装

着

消毒の

徹底

換気の

徹底

検温の

徹底

日々の

生活（非

訪問時）

での感
染予防

手袋の

装着

コロナ

ウィルス

を想定し

た仕事
のやり

方（掃除

のポイン

トや消毒

など）の

実践

家屋内

での密

集を避

ける

仕事で

触れた

ものの

消毒

滞在時

間を短く

する

コロナ

等の感

染が疑

われる
場合、

適切な

ルール

に従っ

て対応

ができ
ること

コロナ

等に感

染した

場合、
適切な

ルール

に従っ

て対応

ができ

ること

発熱

時、適

切な

ルール
に従っ

て対応

ができ

ること

ワクチ

ン接種

の連絡

が来た
ら速や

かに接

種する

ことを

奨励し

ている

ＰＣＲ検

査の受

診によ

る陰性
の証明

その他 無回答

全体 87.8 84.1 76.2 59.5 58.8 48.8 41.5 30.2 30.2 23.2 7.6 51.8 47.0 39.3 33.2 7.9 1.8 4.3

87.8 84.1
76.2

59.5 58.8

48.8
41.5

30.2 30.2
23.2

7.6

51.8
47.0

39.3
33.2

7.9
1.8 4.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

(N=328)

増えた 減った 変化は

ない

無回答

全体 2.1 6.4 88.1 3.4

2.1 6.4 88.1 3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

増えた 減った 変化はない 無回答



令和 3 年度厚生労働省委託事業 

27 

●今後の家事サービスの利用意向 

今後の家事サービス利用の意向は 92%と家政婦（夫）の利用とほぼ同等の数値であった。 
 

【図 44】（調査２-Q20）今後の家事支援サービスの利用意向 

 
  

(N=328)

今後も

利用す

るつもり

である

今後は

利用しな

い

無回答

全体 92.4 2.1 5.5

92.4 2.15.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今後も利用するつもりである 今後は利用しない 無回答
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3．調査３ 配ぜん人・マネキン紹介所の事業実態に関するアンケート 
 

（１）配ぜん人・マネキン紹介事業者の実態 

●配ぜん人・マネキン紹介事業者の事業規模 

配ぜん人紹介所の求職者の規模は、50 人未満が 23％、50~100 人未満が 11％、100～300 人未満

が 36％、300~500 人未満が 11％、500 人以上が 19％である。 
マネキン紹介所の求職者の規模は、50 人未満が 11％、50~100 人未満が 17％、100～300 人未満

が 30％、300~500 人未満が 17％、500 人以上が 22％である。 
 

【図 45】（調査３-F1）求職者数規模 

 
 
 

●求職者の稼働状況 

配ぜん人紹介所の現在の稼働状況は 3 割未満の稼働と回答した企業が 77％で、3 割から 5 割未

満との回答が 11％、5 割以上稼働している紹介所が 9％という結果だった。 
マネキン紹介所は、3割未満の稼働と回答した企業が39％で、3割から 5割未満との回答が36％、

5 割以上の紹介所が 22％という結果で、7 割以上稼働している紹介所はない。 
 

【図 46】（調査３-F2）求職者の稼働の状況 

 

(N=87,配ぜ

ん47,マネ36）

５０人未

満

５０～１０

０人未満

１００～３

００人未

満

３００～５

００人未

満

全体 17.2 12.6 34.5 13.8

配ぜん 23.4 10.6 36.2 10.6

マネキン 11.1 16.7 30.6 16.7

23.4

11.1

10.6

16.7

36.2

30.6

10.6

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配ぜん

マネキン

５０人未満 ５０～１００人未満 １００～３００人未満 ３００～５００人未満

(N=87,配ぜ

ん47,マネ36）

７割以上

が稼働

中

５割から

７割未満

が稼働

中

３割から

５割未満

が稼働

中

３割未満

が稼働

中

全体 2.3 11.5 20.7 62.1

配ぜん 4.3 4.3 10.6 76.6

マネキン - 22.2 36.1 38.9

4.3

0.0

4.3

22.2

10.6

36.1

76.6

38.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配ぜん

マネキン

７割以上が稼働中 ５割から７割未満が稼働中

３割から５割未満が稼働中 ３割未満が稼働中
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（２）配ぜん人・マネキン紹介事業者へのコロナの影響 

●新型コロナ感染症流行による求人への影響（求人数・求人内容） 

求人が減った配ぜん人紹介所が 96％で、マネキン紹介所にいたっては 100%の紹介所が減ったと

回答している。 
求人の内容に変化があった配ぜん人紹介所は 86%で、マネキン紹介所は 94%であった。 

 
【図 47】（調査３-Q1）新型コロナウイルス感染症の影響による求人の変化の有無 

 
 
 
 
 

【図 48】（調査３-Q2）新型コロナウイルス感染症の影響による求人内容の変化の有無 
 

 
  

(N=87,配ぜ

ん47,マネ36）

増えた 減った 変化は

ない

無回答

全体 3.4 96.6 - -

配ぜん 4.3 95.7 - -

マネキン - 100.0 - -

4.3

0.0

95.7

100.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配ぜん

マネキン

増えた 減った

(N=87,配ぜ

ん47,マネ36）

変化が

あった

変化は

ない

無回答

全体 88.5 11.5 -

配ぜん 85.1 14.9 -

マネキン 94.4 5.6 -

85.1

94.4

14.9

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配ぜん

マネキン

変化があった 変化はない
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●コロナ禍で仕事を紹介できない求職者への支援 

求職者への支援を行った配ぜん人紹介所は 60％、マネキン紹介所は 50％であった。 
 

【図 49】（調査３-Q3）緊急事態宣言発出以降の求職者への支援の有無 

 
 
 
 
 
 
 
 

●コロナ以降仕事がない求職者の状況把握 

仕事がない求職者の動向把握に関して、配ぜん人紹介所は 70％が求職者の動向を把握しており、

マネキン紹介所では 56％が把握していると回答した。 
 

【図 50】（調査３-Q4）緊急事態宣言発出以降の求職者の状況把握の有無 

 
 
  

(N=87,配ぜ

ん47,マネ36）

行った 行ってい

ない

無回答

全体 55.2 41.4 3.4

配ぜん 59.6 38.3 2.1

マネキン 50.0 47.2 2.8

59.6

50.0

38.3

47.2

2.1

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配ぜん

マネキン

行った 行っていない 無回答

(N=87,配ぜ

ん47,マネ36）

把握して

いる

把握して

いない

無回答

全体 64.4 31.0 4.6

配ぜん 70.2 25.5 4.3

マネキン 55.6 41.7 2.8

70.2

55.6

25.5

41.7

4.3

2.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

配ぜん

マネキン

把握している 把握していない 無回答
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●家事サービス業界への転換の現実性 

自社の求職者の多職種への転換を検討している紹介所は、配ぜん人紹介所では 43％、マネキン

紹介所では 39％にとどまっている。 
また、家事サービス業界への転換を見るとその傾向は逆転し、配ぜん人紹介所では 28％が、マネ

キン紹介所では 42％が家事サービス業界への転換を現実的だと考えている。 
 

【図 51】（調査３-Q5）求職者を他の職種・職域で就労させることの検討の有無 

 
 
 
 
 
 

【図 52】（調査３-Q6）求職者に家事サービス業界への就労を促すことへの賛否 

 

  

(N=87,配ぜ

ん47,マネ36）

検討して

いる

検討して

いない

無回答

全体 41.4 56.3 2.3

配ぜん 42.6 55.3 2.1

マネキン 38.9 61.1 -

42.6

38.9

55.3

61.1

2.1

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

配ぜん

マネキン

検討している 検討していない 無回答

(N=87,配ぜ

ん47,マネ36）

現実的

だと思う

非現実

的だと思

う

無回答

全体 33.3 60.9 5.7

配ぜん 27.7 68.1 4.3

マネキン 41.7 52.8 5.6

27.7

41.7

68.1

52.8

4.3

5.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

配ぜん

マネキン

現実的だと思う 非現実的だと思う 無回答
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●家事サービス業界への転換の阻害要因 

家事サービス業界への転換を阻害する要因として、配ぜん人紹介所では、知識やスキル不足を挙

げる紹介所が 87％、労働条件の違いを挙げる紹介所が 70％であった。就労場所の違いを挙げる回

答は 53%であった。 
マネキン紹介所もほぼ同じ傾向であり、知識やスキル不足を挙げる紹介所が 78％、労働条件の

違いを挙げる紹介所が 67％であった。就労場所の違いを挙げる回答は 58%であった。 
両紹介所ともに職務の違いからくる知識・スキルを大きな問題ととらえている。 
 

【図 53】（調査３- Q7）求職者が、家事サービス業界へ就労するにあたっての阻害要因 

 
 
 

●家事サービス業界への転換に必要な施策 

家事サービス業界への転換に必要な対策として、配ぜん人紹介所の回答は、知識・スキルを身に

付ける研修を挙げる紹介所が 83%と多い。次いで、就業者自身の意識変容（68％）と家事サービス

という職業情報の提供（61％）がともに 6 割程度と続く。 
マネキン紹介所の回答はやや異なり、家事サービスという職業情報の提供が 89％と最も多く、

知識・スキルを身に付ける研修を挙げる紹介所が 81%となった。次いで、就業者自身の意識変容が

64％という結果であった。 
 

【図 54】（調査３- Q8）求職者が、家事サービス業界へ就労するために必要な対策 

  

（％）

(N=87,配ぜ

ん47,マネ36）

労働条
件の違

い

就労場
所の違

い

知識や
スキル

不足

登録者
のコミュ

ニケー

ション能

力

新型コロ
ナウィル

ス感染

症の不

安

その他 無回答

全体 67.8 56.3 82.8 10.3 35.6 8.0 4.6

配ぜん 70.2 53.2 87.2 17.0 34.0 10.6 4.3

マネキン 66.7 58.3 77.8 2.8 41.7 5.6 2.8

不明 50.0 75.0 75.0 - - - 25.0

70.2

53.2

87.2

17.0

34.0

10.6
4.3

66.7
58.3

77.8

2.8

41.7

5.6 2.8
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

配ぜん マネキン

（％）

(N=87,配ぜ

ん47,マネ36）

家事

サービ

スという
職業情

報の提

供

知識や

スキル

を身に
着けるた

めの教

育・訓練

求職者

の就業

意識の
変容

求職者

のコミュ

ニケー
ション能

力の向

上

新型コロ

ナウィル

ス感染
症の感

染対策

の徹底

その他 無回答

全体 72.4 80.5 65.5 17.2 34.5 4.6 5.7

配ぜん 61.7 83.0 68.1 21.3 34.0 4.3 4.3

マネキン 88.9 80.6 63.9 13.9 36.1 5.6 5.6
不明 50.0 50.0 50.0 - 25.0 - 25.0

61.7

83.0

68.1

21.3

34.0

4.3 4.3

88.9
80.6

63.9

13.9

36.1

5.6 5.6

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0

配ぜん マネキン
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（３）新型コロナ感染症流行終息後の見通し 

●新型コロナ感染症流行終息後の業界の見通し 

新型コロナ感染症の流行が収まった将来の見通しを聞いたところ、配ぜん人紹介所からは、その

サービス内容がコロナ前の状況に戻らないとする回答が 53%、戻ると考える回答が 40％となった。 
また業務量については、コロナ前の状況に戻らないとする回答が 70%、戻ると考える紹介所が

28％にとどまった。 
マネキン紹介所からの回答は、サービス内容がコロナ前の状況に戻らないとするものが 67%、戻

るとするものが 28％となった。 
業務量については、戻らないとする紹介所が 72%、戻ると考える紹介所が 22％となった。 

 
【図 55】（調査３-Q9A）新型コロナ感染症流行終息後の業界の見通し A サービス内容 

 
 
 
 

【図 56】（調査３-Q9B）新型コロナ感染症流行終息後の業界の見通し B サービスの総量 

 
 
  

(N=87,配ぜ

ん47,マネ36）

流行前

の状況

に戻る

流行前

の状況

には戻

らない

その他 無回答

全体 35.6 58.6 5.7 -

配ぜん 40.4 53.2 6.4 -

マネキン 27.8 66.7 5.6 -

40.4

27.8

53.2

66.7

6.4

5.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

配ぜん

マネキン

流行前の状況に戻る 流行前の状況には戻らない その他

(N=87,配ぜ

ん47,マネ36）

流行前

の状況

に戻る

流行前

の状況

には戻

らない

その他 無回答

全体 25.3 71.3 3.4 -

配ぜん 27.7 70.2 2.1 -

マネキン 22.2 72.2 5.6 -

27.7

22.2

70.2

72.2

2.1

5.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

配ぜん

マネキン

流行前の状況に戻る 流行前の状況には戻らない その他
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Ⅲ．各委員によるオピニオン 

１．事業者視点から～ 

 

公益社団法人日本看護家政紹介事業協会 

理事 奥村直樹 

（株式会社ケアフレンドモリタ 代表取締役） 

 

家政婦紹介所では、コロナの影響はマネキン、配ぜん人ほどではありませんでした。 

コロナ収束後は、多少回復が見込まれますが、従前からの求職者不足が最大の不安要因となって

います。 

また求人では、介護を中心とした高齢求人者に加え、家事を中心とした若い求人者の獲得が急務

となっています。 

我々家政婦紹介所は、家事より介護に重きを置いてきました。 

病院付き添い廃止以降、介護保険参入への流れの中で、お手伝いさんよりヘルパーの方が上等な

ものだとの思いこんでいました。紹介手数料も、長時間の介護の方が家事より魅力的でありました。 

若い求人者に対する求職者は、現在登録中の家政婦（夫）と若干異なる気がします。 

介護は高齢の家政婦（夫）が適することもありますが、家事では様相が異なります。 

体力を使う掃除や、若者好みの調理等、若い求職者が必要になります。 

また、マネキン、配膳からの転職は歓迎しますが、紹介所が求職者を手放すとは考えられません

ので、マネキン紹介所が家政婦（夫）紹介を行うのも良いかと思います。 

介護家政サービス向上セミナーや、家政士試験を活用頂ければ、支部活動も盛り上がります。 

私は教育研修委員でもありますので、上記の点をテーマに取り上げていきたいと思います。 
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２．医療従事者視点から～ 

 

日本医科大学大学院 医学研究科呼吸器科内科学分野 助教 

中道真仁 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策として留意すべき事項 

新型コロナウイルスの潜伏期は 1 ~ 14 日間とされており、曝露から 5 日程度で発症することが

多いとされている。発症前から感染性があり，発症から間もない時期の感染性が最も高い。感染者

(無症状の人を含む)から咳、くしゃみ、会話などの際に排出されるウイルスを含んだ飛沫・エアロゾ

ルの吸入が主要感染経路と考えられている。通常は感染者に近い距離(１メートル以内)で感染する

が、エアロゾルは 1m を超えて空気中にとどまる可能性が考えられている。換気不十分な環境など

では、感染が拡大するリスクがある。プラスチック表面で最大 72 時間、ボール紙で最大 24 時間

生存可能とされ、接触感染も懸念すべき事項である。本邦での COVID-19 の研究結果では、重症化

リスク因子として、高齢、慢性呼吸器疾患、糖尿病を含む生活習慣病、肥満などが挙げられている。 

以上を踏まえると、本事業である家事支援サービスは、近い距離での飛沫・エアロゾル感染、身

体的な接触による感染、換気不十分な環境の場合の感染のリスクが懸念される。また、家政婦（夫）

の利用者には重症化のリスク因子とされる高齢者が多いと考えらえる。 

具体的な感染対策としては、家政婦（夫）と利用者の体調管理（検温など）、アルコールによる手

洗いを含む手指衛生の徹底、適切な換気の施行、眼・鼻・口を覆う個人防護具（アイガード、フェ

イスシールド、サージカルマスク）の着用、可能な限りワクチン接種をすることが重要である。ま

た、発熱時や体調不良時の家政婦（夫）と利用者の対応等も重要であり、周囲への感染伝播の拡大

を予防することも大切である。本事業に関わる全ての人が、感染対策に強い意識を持つことが求め

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

【参考文献】 

1) 新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き 第 6.0 版 

2) Terada M, et al. Risk factors for severity on admission and the disease progression during 

hospitalization in a large cohort of patients with COVID-19 in Japan. BMJ Open 2021. 
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３．看護従事者視点から～ 

 

首都医校 実践看護学科 講師 看護師 

佐藤正子 

家政婦（夫）の活動の場における感染予防対策 
アンケート調査の結果では、求職者（家政婦（夫））への感染予防対策の指導については厚労省の

ガイドラインに沿った内容で概ね達成されていた。一方、求人者（利用者）への感染予防対策につ

いては依頼が難しく、求職者との比較では低い数値であった。 
どちらにしても、今日、変異ウイルスの流行を背景にワクチン接種後のブレイクスルー感染が増

加していることから、感染予防対策においては求職者、求人者、ともに感染している可能性がある

というスタンスで対応していくことが求められる。 
スタンダードプリコーション（標準感染予防）とは「すべての人が感染症をもっている」ものと

して、患者の血液・唾液などの体液、排泄物、傷のある皮膚・粘膜を感染の可能性のあるものとし

て対応することである。家政婦（夫）の活動の場における新型コロナ感染予防対策においてもこの

考えを取り入れていくことが望まれる。 
 

徹底した感染予防対策 
新型コロナウイルスの感染経路は①接触感染②飛沫感染③エアロゾル感染の３つである。家政婦

（夫）はこの 3 つの感染経路を意識した感染予防対策の励行が極めて重要である。（別添図参照） 
①接触感染 

（感染対策） 

ウイルスで汚染した物（間接接触）、感染した人の手などに触れること（直接接触）で自分の手などに

ウイルスが付着し、その汚染した手でウイルスの侵入門戸である目や鼻、口などの粘膜に触れる。 

手洗いの励行。訪問前後やサービス提供前後等にこまめに手を洗う。ウイルスの特徴から石鹸と流水に

よる手洗い、アルコールを用いた手指消毒が有効。（アルコールはノロウィルスには有効ではない）。ド

アの取っ手やテーブルなど家政婦（夫）、利用者がよく触る場所の消毒は 0.05%次亜塩素酸ナトリウム、

70%以上のアルコールを使用する。 

②飛沫感染 

（感染対策） 

会話や会食などで発生する飛沫を浴びる。感染者の咽頭には、症状出現の 2 日前から症状出現直後にか

けてウイルスの増殖がみられる。 

咳エチケットの徹底。常時マスク（不織布製）を着用。マスクの効果を得るためには正しく装着する必

要がある。 

＜正しいマスクの装着方法＞鼻、口、顎を確実に覆う・ゴムを耳にかける。・フィットするように調節

する。 

＜飛沫を浴びた時の安全なマスクの外し方＞マスクの表面にはウイルスがついている可能性があるの

でマスクの表面には触らず、耳の付近のゴムをつかみ外す。外したら直ちにゴミ箱に捨て、手を洗う。

③ エ ア ロ ゾ

ル感染 

（感染対策） 

特に換気の悪い屋内では飛沫の飛ぶ距離（1-2 メートル）を超えて感染が起こり得る。 

エアロゾル感染に対しては②の飛沫感染対策と同様に咳エチケットやマスク着用を行い、室内の換気

を行う。換気は訪問時に１時間に２回程度、窓解放や換気扇によって行う。 

＊②飛沫感染、③エアロゾル感染対策として３つの密（密集・密接・密閉）が重要である。しかし、移動介助や食事介

助など利用者と密接を避けられない場合もある。状況に応じては、正面からではなく側面から介助したり、咳き込みが

ある場合はフェイスガードを装着なするなど、自己防護具等も活用する。 
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＊マスク着用時に気をつけたい高齢

者とのコミュニケーション 

加齢により言葉を聞き取る語音弁別

能力が低下してきます。 

「はっきり」「ゆっくり」と話す。
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Ⅳ．家事サービスへの要望事項と家政婦紹介所の活用促進に向けた対策の要諦 

１．感染症流行拡大の中で見えてきた課題と新たなニーズへの対応 
 

未曽有の事態である今回の新型コロナウイルス感染症の流行は、稼働状況の低下や、提供サービ

スメニューの制約など家政婦（夫）業界に大きな影響を与えたと考えられる。 
求人者・求職者ともに日常の生活が一変し、これまでの仕事の行いが正しいのか否かさえわから

ない状況が 1 年以上にわたり続いたといえる。そんななか、それぞれがそれぞれの仕事の中で試行

錯誤を重ね、従前どおりで良いポイント、変えるべきポイント、配慮すべきポイントが明らかにな

り、新しい仕事のスタンダードの萌芽が見えてきている。 
 

①仕事の質の向上と見えない努力の平準化 
“コロナ禍以前の最良”を“超えたレベルでの最良”が今後無意識に求められるようになっている。 
それはプロとしての仕事の完成度の向上のみならず、家政婦（夫）自らの健康を守るためにも欠

かせない要素だ。新型コロナウイルス感染症のリスクが日常化した中での仕事の質の向上は必然で、

さらにはそれを言語化し、協会会員である紹介所が紹介する家政婦（夫）すべてがその基準をクリ

アできることが求められている。 
効果が見えない努力を強いられている職務ゆえに、「対策の徹底」そのものが優位とはなりえな

いというジレンマがある。しかし、十分すぎるコロナ対策を、当たり前のものとして日常的に見え

ない努力を行うことで、求人者の家政婦（夫）ニーズを安心安全な状態で満たすことができるのだ。 
従来にも増して、家政婦（夫）の安全・衛生に対する意識を強化し、新型コロナウイルスの存在

前提の仕事のやり方の実践が可能になっていなければならない。 
 

②向上した衛生意識に対応する、業界標準の品質管理の実現 
意識的か無意識かにかかわらず、家政婦（夫）のいる家庭がクラスターとなっていない現状にお

いては、そこに優れたノウハウがあり、効果を及ぼしていると考えてよい。しかし現段階では俗人

的なノウハウであるといわざるを得ない（感染症対策としてコロナウイルスを想定した仕事のやり

かたを実践している紹介所が 33%にとどまっている。など）。このノウハウは特定の紹介所だけの

競争優位とせずに、今後業界共有の知識として言語化し、業界標準に昇華させていくことが必要で

あると考えられる。本事業のヒアリング調査の趣旨はまさにそれであろう。 
言語化、そして共有することで、コロナ対策において業界標準の仕事の進め方が確立し、すべて

の家政婦（夫）が実践できるようになることは、今後増加するであろう様々な家事サービスの提供

事業者の中でも、抜きんでた存在としてのポジションを得ることができる。具体的にはガイドライ

ンの策定を行うことによって、家政婦（夫）の品質管理を実現し、高レベルのサービスを提供でき

る唯一無二の存在を目指すことが必要だ。 
 

③BCP（Business Continuity Plan／事業継続計画）対策としてのガイドラインとその実践の徹底 
上記ガイドラインの策定は、もちろん提供するサービスの品質向上に寄与するとともに、家政婦

（夫）の健康と生活を守ることでもある。さらには、今後の未知の感染症リスクに対する、紹介所

の事業継続をも守ることになるのである。特に感染症の感染の可能性（発熱等の諸症状や兆候）が

ある場合や、感染症に感染した場合の対策のルール化（標準化）は、求人者に対する安心・安全の

提供となり、不安による不合理な稼働の低下を防止するなど、BCP 対策としても機能することを期

待できるものだ。  
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２．新市場への家政婦（夫）の利用拡大への指針 

 

①介護、高齢者の世話に特化したサービスではなく、若い世代への普及 

求人者の過半数に要介護者が居る世帯を見ることができ、依頼業務においても 4 割の求人者が高

齢者の世話を挙げている。この結果が示唆することは、サービス利用の背景には、介護や高齢者の

世話の必要性が存在している。このこと自体は社会的意義も大きく、家政婦（夫）が高齢社会にお

いて重要な役割を担っていることの証左ではあるが、業界の発展に視野を移した際には、これが諸

刃の剣になりかねないことを指摘したい。今回の求人者調査においては、共働き世帯は 36%、子育

て中の世帯は 14%と決して大きくはない。これは、社会的なニーズが高まっている働く女性のため

の家事サービス支援としての機能が果たせていないということであり、この市場に対する働きかけ

が業界の今後の発展に大きく影響することを示唆している。 

 

②家政婦（夫）の恒常的な高齢化の弊害 

求人者の高齢化は上述の通りだが、家政婦（夫）の高齢化も看過できない。もちろん多くはその

経験の豊かさによる家事サービスのサービス向上の要因なのだが、フリーコメントで「家政婦（夫）

が高齢ゆえに仕事の依頼を躊躇してしまう」という事実を看過してはならない。これは無意識のう

ちに家政婦（夫）の職域を狭めてしまうことになりかねない。この観点からも、ミドル世代の家政

婦（夫）を増やすことで、働く女性のための家事サービスを実現し、家政婦（夫）の世代継承をス

ムーズにしていく必要があるのだ。 

 

③主要依頼業務への他業界からの参入障壁の低さを逆手にとる 

家政婦（夫）に依頼している（今後依頼したい）家事サービスのメニューと、家政婦（夫）では

ない家事代行業に依頼したい家事サービスのメニューの傾向が同様であった。これは家政婦（夫）

への依頼が、家事代行業への乗り換えリスクがあるということだ。依頼するメニューですみわけが

できていない現状打開の方法は二点。 

a.家政婦（夫）ならではのサービス（法定のものを除く）の開発と b.費用対効果の向上である。 

前者は、常に同じ家政婦（夫）による継続的なサービスであることのメリットが挙げられるが、

明示化されていない。後者は仕事の質の高さを実現し利用の料金を透明化することで絶対額ではな

く費用対効果を明らかににすることだ。これをわかりやすく、市場に訴求していく必要がある。 

今後、開拓すべき新市場としての育児、働く女性の生活支援を視野に入れるならば必須であろう。 

さらに、家事代行事業の参入も今後、新たな人材確保の観点とセットで考えるべきである（詳し

くは次項）。 

若い世代の求人者が少ない理由を、彼らが競合である家事代行サービスへ依頼しているという仮

説はやや乱暴ではあるが、今後の競合との競争において、この問題から目をそらしてはならない。 
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３．他分野（主に配膳・マネキン業界）からの職域転換と受け入れにかかわる指針 

 

求職者が不足している紹介所 75％ 

配ぜん人・マネキン業界からの流入を歓迎する紹介所 44％ 

他職種への転換を検討している配ぜん人紹介所 43％、マネキン紹介所 39％ 

家事サービス業界への職域転換を現実的と考える配ぜん人紹介所 28％、マネキン紹介所 42％ 

 

以上のデータが示唆するのは、配ぜん人・マネキン業界から家事サービス分野（特に家政婦（夫））

への職域転換は、チャレンジを検討するに値するということである。平成 9 年以降上昇し続ける有

効求人倍率は今後も上昇を続けると考えられる。労働市場において人材が余剰している業界は珍し

く、業界の人手不足の解消に向けて、他業界（特に配ぜん人・マネキン業界）からの参入を受け入

れる好機は今しかない。 

ただしそこで解決すべき問題は大きく、配ぜん人・マネキン業界からはともに 8 割程度の紹介所

が知識・スキルの違いを大きな阻害要因としている。 

一方、解決のために必要なアクションとして、職業情報の提供、知識スキルの研修、当事者の意

識変革を高く上げている。 

具体的にはこの 3 点を、“他分野人材への仕事の内容周知とアピール”を核に実現していくべき

であろう。 

家政婦（夫）という仕事の知識がない人に、家政婦（夫）という仕事を教えることは、自分たち

の仕事を精査し、向上させることにつながる。これを機に自分たちの業界を再度見直し、仕事の価

値、仕事の魅力を再定義することを提案する。 

 

①教育訓練体制の強化と日常化 

現役の家政婦（夫）の能力向上もさることながら、プレイヤーとしての家政婦（夫）だけではな

く、トレーナーとしての家政婦（夫）という職域拡大の可能性がここにあろう。事務方による集合

研修に加え、実際の家政婦（夫）による、新規参入者向けの実地の研修も日常的に行えるようにな

ると、新人育成のみならず、現役の相互研鑽さんにもつながることは自明である。 

また日々の業務を淡々とこなすだけではなく、「良い仕事の共有」を通じ家政婦（夫）自身への称

賛の仕組みを作ることで家政婦（夫）のモチベーションを高める仕組みの創造にもつながるに違い

ない。 

 

②求人者とのマッチングの柔軟性の実現 

配ぜん人・マネキン業界の仕組みと、家政婦（夫）業界の仕組みの根本的な違いは勤務時間・期

間といえよう。そこで、長期勤務希望者だけではく、マイクロワークに対応できる働き方の創設や、

一日 2 時間だけ働きたい求職者には２時間×1 件の家庭を任せ、終日働きたい求職者には 2 時間×3

件の家庭を任せるなどといった、スポットの求職需要と求人需要に積極的に応えることで、働き方

の歩み寄りを実現し求職者を確保すると同時に、さらなる業務拡大が可能になる。つまり前項でい

うところの家事代行事業への参入も実現可能性が高まるのだ。 
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Ⅴ．おわりに — 新たな時代を切り開く家政婦（夫）紹介事業をめざして —  

 
子育て支援・介護を含む家事支援サービス活用検討会委員座長 

岩田克彦（一般社団法人ダイバーシティ就労支援機構代表理事） 
 

今回の調査によって、家政婦（夫）紹介事業における未来への二つの示唆が浮かび上がってきま

した。 

ひとつは、今回の新型コロナウイルス感染症流行により、家政婦（夫）への業務依頼の構造が変

化したことです。もう一つは、この変化に対応するためには家政婦紹介所が環境変化を認識し変わ

っていかなければならないことです。 

この調査では、興味深い結果がいくつも観察されました。たとえば、新型コロナ感染症流行の影

響で増加した依頼業務と減少した依頼業務を見ると、「高齢者の世話」や「掃除・片付け」等は、増

加した依頼内容順でも減少した依頼内容順でも上位を占めています。また、求職者（家政婦（夫））

の稼働状況は低下し、依頼の総量も減っているにもかかわらず、求職者は不足していると回答され

ています。これは一見矛盾する調査結果ですが、家政婦（夫）への需要が従来とは変わってきてい

るという変化を受け入れると理解が容易になります。 

前者は業務を依頼する求人者の変容と考えることができます。つまり依頼するメニューは同様で

も、その依頼の理由・背景が変わりつつあるのです。そして後者は求人者も求職者も多様化が進み、

その結果家事サービスの労働市場においてミスマッチが発生しているためと思われます。このよう

に考えると、今後ますますこうした変化は大きなものとなっていくでしょう。そして現状のままで

の家政婦（夫）並びに家政婦紹介所では、求人者の要望に応えられなくなっていくリスクが段々と

高くなっていくことが容易に想像できます。 

ではどう対処すればよいのでしょうか。 

各論については、前章の実践的含意を参照していただきたいのですが、一つ言えることは、この

ような環境変化を真摯に認識し、家政婦紹介所の紹介の在り方（営業の在り方）を変え、家政婦（夫）

が提供する家事サービスのバリエーションと質を向上させることです。 

今こそ、既存概念の「当たり前」を疑って、前例踏襲を排し、目の前の課題に対する解決策をた

えず考え、最適なサービスを提供していかなければならないと思います。 

新型コロナウイルス感染症流行が、家事サービス業界そして多くの家政婦紹介所の業績に与えた

影響はとても大きく、皆様のご苦労は計り知れないものであるとお察しいたします。そして、すで

に、現状の課題を解決するために様々な努力を傾注され、対応策を講じておられることと存じます。

ぜひ本調査の結果をご活用いただき、“従前の状態に戻す”だけではなく、さらに、家事サービス事

業者のトップランナーとしてふさわしい新たな姿の実現に向け頑張っていただくことを願ってやみ

ません。 

  



 


